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社会資本整備等に関する意見書  

 

本市は美しい自然や豊富で新鮮な食など多様な魅力を有し，国内外から訪れる観光

客の増加が続いていたが，新型コロナウイルス感染症による影響の長期化により，本

市の経済は食品産業や観光業など幅広い分野において大きな打撃を受けている。  

また，近年は気候変動の影響により自然災害が激甚化・頻発化する傾向にあり，市

内においても，平成２８年８月の一連の台風や平成３０年７月豪雨により大きな被害

が発生した。 

今後は，ポストコロナを見据えた新たな未来に向けた取組を加速させることが必要

であり，そのためには，市民の安全で安心な暮らしを守ることはもとより，本市の強

みである食や観光に関連する地域が持つ潜在能力が最大限発揮されるよう，平常時・

災害時を問わない本市を支える基盤の確立に向け，防災・減災，国土強靱化に資する

社会資本の整備を図ることが必要である。  

こうした中，地方財政は依然として厳しい状況にあることから，国と地方の適切な

役割分担の下，社会資本の整備・管理に必要な予算を安定的かつ継続的に確保するこ

とが重要である。 

よって，国においては，次の事項について特段の措置を講ずるよう強く要望する。  

 

１ 国土強靱化に資する社会資本の整備・管理が長期安定的に進められるよう，公共

事業関係予算の所要額を確保するとともに，地域の実態に鑑み予算を重点配分する

こと。 

 

２ 「防災・減災，国土強靱化のための５か年加速化計画」を計画的に進めるために

必要な予算・財源を確保すること。  

 

３ 「防災・減災，国土強靱化に向けた道路の５か年対策プログラム」に基づく橋り

ょう等の老朽化対策を推進するため，点検・診断・補修などのメンテナンスサイク

ルを確立し，予防保全を含む戦略的な維持管理・更新事業を行うための技術的支援

の充実を図ること。 

 

４ 冬期交通における安全性の確保，通学路などの交通安全対策，安全で快適な自転

車利用環境の創出，観光の振興に向けた道路交通環境の整備など，地域の暮らしや

経済活動を支える道路の整備や管理の充実を図ること。  

 

５ 維持管理に活用可能な交付金制度を創設するとともに，都市公園など公共施設の

長寿命化について，全ての管理施設の点検や診断，補修，更新が交付対象となるよ

う採択要件を緩和するなど，地方負担の軽減を図ること。  

 

６ 冬期における円滑な交通確保のため，除排雪に必要な予算を確保するとともに，

老朽化が進行している除雪機械等の計画的な更新・増強が可能となるよう財政支援

を強化すること。 

 



７ 堤防整備等の対策をより一層加速させるため，粘り強い堤防の整備に関する交付

金制度の拡充や準用河川改修の事業要件緩和，小規模河川改修に対応した財政，技

術支援制度の創設など，流域治水の取組に必要な財政支援を更に強化すること。  

 

８ 災害発生時の迅速かつ円滑な復旧等のため，北海道開発局及び開発建設部の人員

体制の充実・強化を図ること。  

 

以上，地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。  

 

 

 

旭 川 市 議 会 


